
気になる相談（令和２年５月） 

 

【相談事例】 

〇「お試し」のつもりが定期購入だった。(第３弾) 

通信販売で「お試し価格」「初回無料」などとうたった健康食品、化粧品、飲料等

の定期購入に関する相談は、各年齢層で年々増加傾向にあります。 

・スマートフォンのモニター広告から、初回 100 円のサプリメントを申し込んだとこ

ろ、その後高額な２回目の商品が届き、定期購入だと分かった。解約を申し出

たが拒否された。 

・ネットでお試しのサプリメントを注文したところ、２回目が届いた。１回だけのつもり

だったので、高額な請求に納得できない。 

 

【注意点】 

〇契約内容や解約条件を確認しましょう。 

・定期購入等になっていないか等、契約内容や解約条件についての表示の有

無、表示がある場合はその内容を確認したうえで契約するかどうかを慎重に判

断しましょう。 

・商品を注文する前には「定期購入期間内に解約が可能か」「解約の申し出先や

方法（電話やメール等）」等も確認しておきましょう。 

 

【対処法】 

○不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消

費生活相談窓口に相談しましょう。 

○愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。 

また、愛媛県内の全ての市町にも「消費生活相談窓口」が設置されています。 

愛媛県消費生活センター TEL089-925-3700(相談専用) 

又は 

消費者ホットライン １８８ 


